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第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

１ 歴史的風致形成建造物の指定に関する基本的な考え方 

本市の歴史的風致を形成する建造物のうち、重点区域における歴史的風致を形成

するにあたって主要であり、かつ歴史的風致の維持向上によって必要と認められる

建造物については、※歴史まちづくり法第 12 条第１項の規定により歴史的風致形成

建造物として指定することとし、歴史的建造物の保存や活用を推進する。 

なお、歴史的風致形成建造物になりうる建造物については、今後も継続的に調査

を実施したうえ、次に掲げる指定基準、指定対象に該当する場合は随時追加指定す

る。 

 

 ※歴史まちづくり法第 12 条第１項 

市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第二項第六号の計画期間（以下

「認定計画期間」という。）内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第四号

の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域（以下「認定重点区域」とい

う。）内の歴史上価値の高い重要無形文化財又は重要無形民俗文化財（文化財保護法第七十八条第

一項に規定する重要無形民俗文化財をいう。）の用に供されることによりそれらの価値の形成に寄

与している建造物その他の地域の歴史的な建造物（重要文化財建造物等及び重要伝統的建造物群

保存地区内の伝統的建造物群（同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群をいう。第十

七条第一項において同じ。）を構成している建造物を除く。）であって、現に当該認定重点区域に

おける歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図

る必要があると認められるもの（これと一体となって歴史的風致を形成している土地又は物件を

含む。）を、歴史的風致形成建造物として指定することができる。 

 

 

２ 歴史的風致形成建造物の指定基準 

次のいずれかに該当する歴史的建造物を指定する。 

①意匠、形態、技術性が優れているもの 

②歴史性、地方性、希少性の観点から価値が高く、保全が必要なもの 

③外観が景観形成上重要なものであり、重点区域における歴史的風致の維持及

び向上のために必要なもの 
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３ 歴史的風致形成建造物の指定対象 

次のいずれかに該当する歴史的建造物を指定の対象とする。 

①富山県文化財保護条例（昭和 38 年富山県条例第 11 号）第４条第１項に基づ

く県指定有形文化財 

②高岡市文化財保護に関する条例（平成 17 年条例第 218 号）第４条第１項に

基づく市指定有形文化財 

③文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 57 条第１項に基づく登録有形文

化財 

④景観法（平成 16 年法律第 110 号）第 19 条第１項に基づく景観重要建造物及

び同法第８条第２項第４号ロの景観重要公共施設 

⑤その他、高岡の歴史的風致の維持及び向上を図るうえで必要かつ重要なもの

として特に市長が認める建造物 

 

４ 歴史的風致形成建造物の指定及び指定候補 

歴史的風致形成建造物として指定が想定される建造物は、以下のとおりである。

なお、★は第１期計画中に指定されたものであり、☆は第２期計画より追加となっ

たものである。また、関連する歴史的風致の番号は次のとおりである。 

 

①加賀前田家と商人のまちに見る歴史的風致 

②鋳物のまち金
かな

屋
や

に見る歴史的風致 

③北の玄関口伏
ふし

木
き

・吉
よし

久
ひさ

と祭礼行事に見る歴史的風致 

④ 勝
しょう

興
こう

寺
じ

と寺
じ

内
ない

町
ちょう

に見る歴史的風致 

⑤旧北陸道と越中福岡
ふくおか

の菅笠
すげがさ

づくり及び祭礼行事等に見る歴史的風致 

⑥越中国府関連遺跡と氣
け

多
た

神社
じんじゃ

に見る歴史的風致 

   ⑦二上山
ふたがみやま

丘陵に見る歴史的風致 
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№ 名称・写真 所在地 所有者 築年 指定区分

等 

関連す

る歴史

的風致 

１ 

 

★ 

五
ご

福
ふく

町
まち

神明
しんめい

社
しゃ

本
ほん

殿
でん

 

 

五
ご

福
ふく

町
まち

12-50 

宗教法人 

五
ご

福
ふく

町
まち

神
しん

明
めい

社
しゃ

 

慶 安 ５ 年

（1652） 

市指定有

形文化財 

① 

２ 

 

★ 

大
おお

手
て

町
まち

神明社
しんめいしゃ

拝殿
はいでん

 

 

大
おお

手
て

町
まち

8-14 

宗教法人 

大
おお

手
て

町
まち

神
しん

明
めい

社
しゃ

 

 

慶 安 ５ 年

（1652） 

市指定有

形文化財 

① 

３ 

 

★ 

旧
きゅう

秋元
あきもと

家
け

住
じゅう

宅
たく

 

 

伏
ふし

木
き

古
ふる

国
こく

府
ふ

 

7-49 

高岡市  市指定有

形文化財 

④  

４ 

 

★ 

佐野家
さ の け

住
じゅう

宅
たく

（主
しゅ

屋
おく

・茶
ちゃ

室
しつ

・1 番の蔵・２番の

蔵・調
ちょう

度
ど

蔵
ぐら

・味噌
み そ

蔵
ぐら

・

防
ぼう

火
か

壁
へき

） 

 

御
おん

馬
ま

出
だし

町
まち

 個人所有 明治後期 登録有形

文化財 

① 

５ 清
きよ

都
と

酒造
しゅぞう

場
じょう

主屋
しゅおく

 

 

京
きょう

町
まち

 個人所有 明治 20 年

（1887） 

登録有形

文化財 

① 
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№ 名称・写真 所在地 所有者 築年 指定区分

等 

関連す

る歴史

的風致 

６ 旧
きゅう

南
なん

部
ぶ

鋳
ちゅう

造
ぞう

所
しょ

（キュ

ポラ・煙突） 

 

金
かな

屋
や

本
ほん

町
まち

3-45 

株式会社 

ノースラ

ンド 

大正 13 年

（1924） 

登録有形

文化財 

② 

７ 有
あり

礒
そ

正
しょう

八幡
はちまん

宮
ぐう

本
ほん

殿
でん

・

釣
つり

殿
どの

・拝殿
はいでん

及び幣
へい

殿
でん

 

 

横
よこ

田
た

町
まち

3-1-1 

宗教法人 

有
あり

礒
そ

正
しょう

八幡宮
はちまんぐう

 

本
ほん

殿
でん

：明治

16 年 

（1883） 

釣
つり

殿
どの

：昭和

10 年 

（1935） 

登録有形

文化財 

②、⑤ 

８ 

 

★ 

若
わか

井
い

家
け

住
じゅう

宅
たく

主
しゅ

屋
おく

（旧

中
ちゅう

越
えつ

銀行） 

 

川原
か わ ら

町
まち

 個人所有 明治 35 年

（1902） 

登録有形

文化財 

① 

９ 棚
たな

田
だ

家
け

住
じゅう

宅
たく

（主
しゅ

屋
おく

・衣
い

装
しょう

蔵
ぐら

） 

 

伏
ふし

木
き

錦
にしき

町
まち

 

個人所有 明治 23 年

頃（1890） 

登録有形

文化財 

③、④ 

10 能
のう

松
まつ

家
け

住
じゅう

宅
たく

主
しゅ

屋
おく

 

 

吉
よし

久
ひさ

 個人所有 明 治 末 期

頃 

登録有形

文化財 

③ 
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№ 名称・写真 所在地 所有者 築年 指定区分

等 

関連す

る歴史

的風致 

11 

 

★ 

有
あり

藤
とう

家
け

住
じゅう

宅
たく

 吉
よし

久
ひさ

 個人所有 大 正 ５ 年

（1916） 

登録有形

文化財 

③ 

12 

 

★ 

旧
きゅう

伏
ふし

木
き

測候
そっこう

所
じょ

 伏
ふし

木
き

古
ふる

国
こく

府
ふ

12-5 

高岡市 庁舎： 

明治 42 年

（1909） 

測風塔
そくふうとう

： 

昭和 13 年

（1938） 

登録有形

文化財 

④ 

13 

 

★ 

丸
まる

谷
や

家
け

住
じゅう

宅
たく

主
しゅ

屋
おく

・土
ど

蔵
ぞう

（ 旧
きゅう

津野家
つ の け

住
じゅう

宅
たく

） 

 

吉
よし

久
ひさ

 個人所有 明 治 中 期

／ 大 正 期

増築 

登録有形

文化財 

③ 

14 

 

☆ 

国
こく

泰
たい

寺
じ

 太
おお

田
た

 国泰寺 方
ほう

丈
じょう

：貞

享 ３ 年

（1686） 

 ⑦ 

 

 

 

 

 


